
認定こども園 みどり保育園 重要事項説明書 

幼児教育・保育の提供にあたり、当園より説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

＊ 施設運営主体 

名 称 社会福祉法人 丹陽福祉会 

所 在 地 620-0044 福知山市字裏ノ８番地 

電 話 番 号 0773-22-3284 

代 表 者 氏 名 理事長 野波 志都子 

 

 ＊ 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所型認定こども園 

施 設 の 名 称 みどり保育園 

施設の所在地 〒620-0947 福知山市旭が丘５３ 

連  絡  先 
TEL 0773-22-8637 

FAX 0773-22-8667 

管  理  者 園長 野波 志都子 

対 象 児 童 
満３歳以上の小学校就学前児童及び保育を必要とする満

３歳未満の乳幼児 

利 用 定 員 

１号認定 満３歳以上の児童のうち、２

号認定子ども以外の児童 

6人 

２号認定 満３歳以上の保育を必要とす

る児童 

60人 

３号認定 

満１歳以上満３歳未満の児童 

のうち、保育をひつようとす

る児童 

24人 

満１歳未満の児童のうち、保

育を必要とする児童 

6人 

開 設 年 月 日 
認可保育所 昭和４６年４月１日 

保育所型認定こども園 令和２年４月１日 

＊施設の目的・運営方針 

・家庭や地域との連携を図り、保護者の協力の下、家庭養育の援助を行う。 

・養護と教育を一体的に行い、豊かな人間性を持った子どもを育成する。 

・地域における子育て支援のために、乳幼児の育児に関する相談に応じ、 

助言するなどの社会的な役割を果たす。 

・子どもが健康・安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を 

十分に発揮しながら活動できるようにする事により、健全な心身の発達を 

図る。 



 

＊ 職員の設置状況 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園 長 1 1   

副園長 1 1   

主幹保育教諭 2 2   

保育教諭 16 13  3  

保育士 1  1   

栄養士 1 1   

調理員 1 1   

 当園では、職員数は変動する場合がありますが、市が条例で定める教育・保育の提供に必

要な職員として、上記の職員を配置しています。 

 

〈各職種の勤務体系〉 

 勤務体系 

園長  

副園長 正規の勤務時間帯（8：30～17：00） 

主幹保育教諭 正規の勤務時間帯（7：15～19：00） 

保育士 正規の勤務時間帯 (7：00～19：00) 

        （8：00～13：00）          

栄養士 正規の勤務時間帯（8：30～17：00） 

調理員 正規の勤務時間帯（8：30～17：00） 

 

※ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ローテーション勤務のため、担任が直接お会いできない日もあります。連絡事項などは、

連絡帳や当番職員への口頭でお知らせください。 

 

＊ 幼児教育・保育を提供する日 

お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用可能 

(休園日)が異なります。 

認定区分 対象者 休園日 

１号認定子ども 満３歳以上の小学校就学前児

童のうち，２号認定子ども以

外の児童  

土曜日，日曜日，祝祭日，及び年

末年始（１２月２９日から１月

３日）（※注） 

２号認定子ども 満３歳以上の小学校就学前児

童のうち，保育を必要とする

児童 

日曜日，祝祭日及び年末年始（１

２月２９日から１月３日） 

３号認定子ども 満３歳未満で保育を必要とす

る児童 



☆自由登園 【保育時間 8：00～17：00】 

     ・８月のお盆前後一週間  ・次年度の入園式前３，４日  

 

＊ 幼児教育・保育を提供する時間 

保育を提供する時間は、次の通りとします。 

 
保育・教育時間 

延長保育 

(別途費用がかかります・30分 100円） 

1号認定子ども 教育標準時間 

8：30～14：30(※注) 

7：30～8：30         

14：30～15：00 

2号認定子ども 

3号認定子ども 

保育短時間                

8：30～16：30 

 7：00～8：30 

16：30～19：00 

保育標準時間               

7：30～18：30 

 7：00～ 7：30 

18：30～19：00 

土曜日 AM8：00～PM1：00 延長保育は実施しません 

(※注)15時を超えて保育を必要とされる場合は、一時預かり事業を利用することも 

できますのでご相談下さい(別途利用者負担が必要となります)。 

＊提供する教育保育の内容 

当園は、保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を

踏まえ、以下の教育・保育その他の便宜の提供を行います。 

(1)  特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   前記に記載する時間において教育・保育を提供します。 

(2)  自然、環境を大切にする保育。園のテーマ『太陽と土と豊かな心』 

自然に触れて遊ぶことはもちろん、生ゴミで堆肥を作り畑の土づくりをし、 

園庭の畑で子ども達と一緒に四季折々の野菜を作り、クッキングをしたりし 

て美味しくいただいています。 

(3) 送迎 

   基本的に保護者の送り迎えをお願いします。 

変わる場合（特に迎えの人）は必ず連絡してください 

(4) 食事の提供 

  児童の年齢に応じ以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前おやつ 昼食 午後おやつ 午前 午後 

０歳児 9：30頃 11：00頃 15：00頃 ミルク ミルク 

１歳児 9：30頃 11：00頃 15：00頃 牛乳・菓子 牛乳・菓子 

手作りおやつ等 ２歳児 10：00頃 11：00頃 15：00頃 牛乳・菓子・雑魚・するめ 

３歳児  11：30頃 15：00頃 

 

牛乳・菓子 

手作りおやつ 

雑魚・するめ等 

４歳児 11：30頃 15：00頃 

５歳児 12：00頃 15：00頃 

※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 



 

 

＊利用料金 

(1) 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

支給認定証の発行を行った市町村が定める利用者負担額(月額)を当園にお支払いい

ただきます。 

 ただし、月の途中で入退所する場合については、在籍日数に応じ日割り計算で算定

します。   

(2) 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

(1) のほか、別表に揚げる費用を負担していただきます。 

  お支払方法については、別途お知らせします。 

内容 金額 

延長保育料 30分につき 100円 

保護者会費 毎月 300円 

雑費 毎月 150円 

絵本代 毎月 400円前後 

１号認定子ども及び

２ 号 認 定 子 ど も  

給食費(副食費) 

毎月 4500円 

 

＊ 利用の終了に関する事項 

当園は、以下の場合には、幼児教育・保育の提供を終了します。 

(1) 園児が小学校に就学したとき 

(2) 子ども・子育て支援法第２４条第１項第２号又は第３号の規定により 

支給認定が取り消されたとき 

  (3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

＊ 嘱託医等 

 当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

(1)  内科 

医療機関の名称 古川医院 

医 院 長 名 古川 泰正 

所   在   地 福知山市字裏ノ(南栄町)86番地 

電 話 番 号 0773-22-4578 

 

(2) 歯科 



医療機関の名称 中村歯科医院 

医 院 長 名 中村 公一 

所   在   地 福知山市字掘 1320番地 

電 話 番 号 0773-22-1182 

 

 

   (3) 薬剤師 

医療機関の名称 ハエヌキ薬局 

薬 剤 師 名 萠抜 恭子 

所 在 地 福知山市かしの木台３－３８－８ 

電 話 番 号 0773-23-4109 

 

＊ 緊急時の対応 

お預かりしている園児にけがや病気等の緊急事態が発生した場合には、 

速やかに保護者に連絡を行います。また、必要に応じて医療機関に連絡し 

ます。場合によっては、救急車を要請します。 

 

＊ 要望・苦情等に関する相談窓口 

当園では、要望・苦情等に関する窓口は、事務室とし、 

いつでも園長・主任が対応します。 

 

＊ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める消防計画書により対応します。 

防災設備 自動火災報知機 有     誘導灯 有 

ガス漏れ報知機 有     非常警報装置 有 

その他カーテン等の防火処理 有 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月１回実施します。 

 

＊当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です 

政治活動、営利

活動 

政治活動及び営利活動はご遠慮下さい。 

 

 

 

＊ 虐待防止のための設置に関する事項 

本園は、児童虐待防止のため、園長を責任者とし、相談及び援助体制を確保 

 するとともに職員を対象に定期的に研修を行います。 

 



＊ 利用者に対しての保険 

当園では、全員にスポーツ振興センターに加入していただいております。 

５月の加入時にお知らせします。 


